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電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

改

正

案

現

行

第
五
条

法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法

第
五
条

法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

認
証
業
務
の
利
用
の
申
込
み
を
す
る
者
（
以
下
「
利
用
申

一

認
証
業
務
の
利
用
の
申
込
み
を
す
る
者
（
以
下
「
利
用
申

込
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四

込
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
の
謄

十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

本
若
し
く
は
抄
本
（
現
住
所
の
記
載
が
あ
る
証
明
書
の
提
示

住
民
票
の
写
し
若
し
く
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、
戸
籍

又
は
提
出
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
（
現
住
所
の
記
載
が
あ
る
証
明
書
の

る
も
の
の
提
出
を
求
め
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち

提
示
又
は
提
出
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。
）
若
し
く
は
領
事

い
ず
れ
か
一
以
上
の
も
の
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
の
真

官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長

偽
の
確
認
を
行
う
方
法
。
た
だ
し
、
認
証
業
務
の
利
用
の
申

又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）
の
在
留
証
明
又

込
み
又
は
ハ
に
規
定
す
る
申
込
み
の
事
実
の
有
無
を
照
会
す

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
告
示
で
定
め

る
文
書
の
受
取
り
を
代
理
人
が
行
う
こ
と
を
認
め
た
認
証
業

る
書
類
の
提
出
を
求
め
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち

務
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
代
理
人
に
対
し
、

い
ず
れ
か
一
以
上
の
も
の
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
の
真

そ
の
権
限
を
証
す
る
利
用
申
込
者
本
人
の
署
名
及
び
押
印
（

偽
の
確
認
を
行
う
方
法
。
た
だ
し
、
認
証
業
務
の
利
用
の
申

押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い

込
み
又
は
ハ
に
規
定
す
る
申
込
み
の
事
実
の
有
無
を
照
会
す

る
場
合
に
限
る
。
）
が
あ
る
委
任
状
（
利
用
申
込
者
本
人
が

る
文
書
の
受
取
り
を
代
理
人
が
行
う
こ
と
を
認
め
た
認
証
業

国
外
に
居
住
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

務
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
代
理
人
に
対
し
、

）
の
提
出
を
求
め
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず

そ
の
権
限
を
証
す
る
利
用
申
込
者
本
人
の
署
名
及
び
押
印
（

れ
か
一
以
上
の
も
の
に
よ
り
、
当
該
代
理
人
の
真
偽
の
確
認

押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い

を
行
う
も
の
と
す
る
。

る
場
合
に
限
る
。
）
が
あ
る
委
任
状
（
利
用
申
込
者
本
人
が

国
外
に
居
住
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

）
の
提
出
を
求
め
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
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れ
か
一
以
上
の
も
の
に
よ
り
、
当
該
代
理
人
の
真
偽
の
確
認

を
行
う
も
の
と
す
る
。

イ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

イ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
、
同

第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
、
同

法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と

法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と

の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書

、
別
表
に
掲
げ
る
官
公
庁
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可
証

、
別
表
に
掲
げ
る
官
公
庁
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可
証

若
し
く
は
資
格
証
明
書
等
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条

若
し
く
は
資
格
証
明
書
等
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四

の
四
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（

十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一
項

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第

に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
法

三
十
五
号
）
別
記
様
式
第
二
の
様
式
に
よ
る
も
の
に
限
る

施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
別
記

。
）
又
は
官
公
庁
（
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通

様
式
第
二
の
様
式
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
官
公
庁

則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に

（
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
、
地
方
独
立
行
政

年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行

法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

政
法
人
を
い
う
。
）
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条

人
を
い
う
。
）
及
び
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設

第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
及

立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行

び
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又

為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置

は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号

さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）

法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を

が
そ
の
職
員
に
対
し
て
発
行
し
た
身
分
を
証
明
す
る
に
足

受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
が
そ
の
職
員
に
対

り
る
文
書
で
当
該
職
員
の
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
の
う

し
て
発
行
し
た
身
分
を
証
明
す
る
に
足
り
る
文
書
で
当
該

ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
提
示
を
求
め
る
方
法

職
員
の
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以

上
の
提
示
を
求
め
る
方
法

ロ
～
ニ
（
略
）

ロ
～
ニ
（
同
上
）
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二
（
略
）

二
（
同
上
）

２
（
略
）

２
（
同
上
）

別
表
（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

別
表
（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

運
転
免
許
証

運
転
免
許
証

船
員
手
帳

船
員
手
帳

海
技
免
状

海
技
免
状

小
型
船
舶
操
縦
免
許
証

小
型
船
舶
操
縦
免
許
証

猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証

猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証

戦
傷
病
者
手
帳

戦
傷
病
者
手
帳

宅
地
建
物
取
引
士
証

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証

電
気
工
事
士
免
状

電
気
工
事
士
免
状

無
線
従
事
者
免
許
証

無
線
従
事
者
免
許
証

認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
証

認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
証

特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証

特
種
電
気
工
事
資
格
者
認
定
証

耐
空
検
査
員
の
証

耐
空
検
査
員
の
証

航
空
従
事
者
技
能
証
明
書

航
空
従
事
者
技
能
証
明
書

運
航
管
理
者
技
能
検
定
合
格
証
明
書

運
航
管
理
者
技
能
検
定
合
格
証
明
書

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
証

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
証

教
習
資
格
認
定
証

教
習
資
格
認
定
証

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条

検
定
合
格
証

第
四
項
に
規
定
す
る
合
格
証
明
書
（
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す

る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
附
則

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
八
条
に

規
定
す
る
合
格
証
を
含
む
。
）


